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国
保
税
の
滞
納
者
に
対
す
る

被
保
険
者
証
等
に
つ
い
て

※お問い合わせの「Ｇ」は「グループ」を表します。

 

（
町
民
税
務
課
）

　
国
保
税
を
滞
納
し
て
い
る
被
保
険

者
に
対
し
、
通
常
の
被
保
険
者
証
に

代
え
て
「
短
期
被
保
険
者
証
」
や

「
被
保
険
者
資
格
証
明
書
」
の
交
付

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
短
期
被
保
険
者
証
へ
の
切
り
替
え

は
、
３
月
の
時
点
で
保
険
税
を
滞
納

す
る
世
帯
へ
「
短
期
被
保
険
者
証
へ

の
切
替
予
告
通
知
」
を
発
送
し
、
指

定
期
日
ま
で
に
納
付
、
相
談
等
が
無

い
場
合
、
４
月
１
日
に
行
い
ま
す
。

※
短
期
被
保
険
者
証
と
は

　
通
常
の
被
保
険
者
証
よ
り
有
効
期

間
が
短
く
、
町
と
の
誓
約
等
に
基
づ

い
た
定
期
的
な
更
新
（
納
税
）
が
必

要
と
な
り
ま
す
。

※
被
保
険
者
資
格
証
明
書
と
は

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

事
の
み
を
証
明
す
る
も
の
で
、
保
険

診
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
医
療
機
関
で
受
診
を
し
た
際
、
か

か
っ
た
医
療
費
の
10
割
を
負
担
い
た

だ
き
、
後
日
、
領
収
証
を
役
場
窓
口

に
持
参
し
、
療
養
費
支
給
申
請
を
し

て
く
だ
さ
い
。
７
割
分
の
償
還
払
い

が
受
け
ら
れ
ま
す
。

○
町
か
ら
の
お
願
い

　
国
民
健
康
保
険
は
、
加
入
者
全
員

の
相
互
扶
助
で
成
り
立
っ
て
い
る
医

療
保
険
制
度
で
す
。
そ
の
財
源
と
な

る
国
保
税
の
収
納
確
保
は
、
制
度
を

維
持
し
て
い
く
う
え
で
、
ま
た
加
入

者
間
の
公
平
を
図
る
う
え
で
重
要
な

こ
と
で
す
。
制
度
を
ご
理
解
い
た
だ

き
、
期
限
内
納
付
に
ご
協
力
く
だ
さ

い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
町
民
税
務
課
　
税
務
Ｇ

　

（84）
１
９
６
６
（
直
通
）

 

（
町
民
税
務
課
）

　
茨
城
県
で
は
、
県
民
共
有
の
財
産

で
あ
る
森
林
や
湖
沼
、
河
川
を
良
好

な
状
態
で
次
世
代
に
引
き
継
ぐ
た
め
、

平
成
24
年
度
ま
で
を
課
税
期
間
と
す

る
「
森
林
湖
沼
税
」
を
導
入
し
、
保

全
・
整
備
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
未
だ
に
荒
廃
し
た
森
林

が
多
く
残
っ
て
い
る
ほ
か
、
湖
沼
等

の
水
質
が
十
分
に
は
改
善
さ
れ
て
い

な
い
な
ど
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
課
税
期
間
を
平
成
29
年

度
ま
で
５
年
間
延
長
し
、
取
り
組
み

を
継
続
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

県
民
の
皆
様
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

○
森
林
湖
沼
税
の
納
税
者

　
県
内
に
住
所
、
事
務
所
等
が
あ
る

個
人
（
非
課
税
者
を
除
く
）
及
び
法

人○
納
め
る
額

　
個
人
　
１
，
０
０
０
円
／
年

　
法
人
　
県
民
税
均
等
割
額
の

　
　
　
　
10
％
／
年

森
林
湖
沼
税
の
課
税
期
間
が

延
長
さ
れ
ま
す

○
お
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
県
総
務
部
税
務
課

　

０
２
９
（
３
０
１
）
２
４
１
８

 

（
町
民
税
務
課
）

　
茨
城
県
で
は
、
次
に
挙
げ
る
自
動

車
に
つ
い
て
一
定
の
要
件
を
満
た
す

場
合
、
申
請
に
よ
り
自
動
車
税
を
減

免
す
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

① 

心
身
に
障
害
の
あ
る
方
ご
自
身
が

使
用
（
所
有
）
す
る
自
動
車

② 

障
害
の
あ
る
方
の
た
め
に
生
計
を

一
に
す
る
方
が
使
用
（
所
有
）
す

る
自
動
車

③ 

障
害
の
あ
る
方
の
た
め
に
常
時
介

護
さ
れ
る
方
が
使
用
す
る
自
動
車

　 

減
免
の
対
象
と
な
る
自
動
車
は
障

害
者
の
方
１
人
に
つ
き
１
台
（
軽

自
動
車
を
含
む
）
で
す
。

　
手
続
き
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
県

税
事
務
所
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　
茨
城
県
筑
西
県
税
事
務
所

　
収
税
第
二
課

　

０
２
９
６
（24）
９
１
９
０

 

（
町
民
税
務
課
）

　
自
動
車
税
は
、
毎
年
４
月
１
日
現

在
の
車
検
証
登
録
上
の
所
有
者
（
使

用
者
）
の
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

自
動
車
税
の

減
免
制
度
に
つ
い
て

自
動
車
の
登
録
手
続
き
は

確
実
に

　
現
在
使
用
し
て
い
な
い
車
や
、
他

人
に
譲
渡
し
た
車
は
、
速
や
か
に
抹

消
、
名
義
変
更
等
の
手
続
き
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。
特
に
、
個
人
間
で
譲

渡
す
る
場
合
は
、
譲
渡
し
た
相
手
に

印
鑑
証
明
書
等
を
渡
し
て
も
名
義
変

更
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
、

名
義
変
更
の
確
認
も
必
ず
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

　
ま
た
、
住
所
や
車
の
定
置
場
が
変

わ
っ
た
場
合
も
、
速
や
か
に
変
更
登

録
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
こ
れ
ら
の
手
続
き
を
し
な
い
と
、

既
に
使
用
し
て
い
な
い
車
の
納
税
通

知
書
が
届
い
た
り
、
使
用
し
て
い
る

車
の
納
税
通
知
書
が
届
か
な
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　
な
お
、
３
月
下
旬
は
運
輸
支
局
の

窓
口
が
混
雑
し
ま
す
の
で
、
手
続
き

は
お
早
め
に
お
願
い
し
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

（
自
動
車
税
に
関
す
る
事
）

　
茨
城
県
境
県
税
事
務
所

　

（87）
１
１
２
０

（ 

自
動
車
の
登
録
、
抹
消
等
に
関
す

る
事
）

　
茨
城
運
輸
支
局

　
土
浦
自
動
車
検
査
登
録
事
務
所

　

０
５
０（
５
５
４
０
）２
０
１
８


